
１　承継を受ける者の氏名又は名称及び所在地

（法人番号： ）

２　承認前に通関業の許可を受けていた者の氏名又は名称及び所在地

（法人番号： ）

３　承継を受ける通関業の許可に係る営業所の名称及び所在地

　　東京都港区海岸三丁目２２番地３４号

成田営業所（現成田営業所）

　　千葉県成田市古込字込前１５４番地４

　　　第１貨物代理店ビル３０６号

５　許可条件

令和４年３月１７日

東京税関長　　諏　訪　園　　健　司

株式会社エステーエス入船
４０１０８０１０１４５８１

　許可の承継を承認したので同条第７項の規定により公告する。

記

掲 示 第 ９５ 号

５０１０６０１０３９１９１

株式会社新開トランスポートシステムズ

通 関 業 の 許 可 の 承 継 に つ い て

東京都江東区東陽三丁目７番１３号

　　　標記のことについて、通関業法第１１条の２第４項の規定に基づき、下記のとおり通関業の

令和４年４月１日

なし

４　承継年月日

東京営業所（現本社営業所）

東京都港区海岸三丁目２２番地３４号


